
 

 

 

中等教育学校後期課程保護者 各位 

高等学校保護者 各位 

「高等学校等就学支援金」(国の授業料補助) 申請手続 
(平成３０年度 ７月以降分) 

  １１  申申請請方方法法・・支支給給対対象象期期間間    

 平成３０年７月～平成３１年６月分まで の申請となります。 

 保護者の平成３０年度 道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算額が 

５０７，０００円未満 の世帯（父母の合計）の場合 申請が必要です。 
 

提出書類：次の① ②を高校事務室（1階購買） または 女子部事務室にご提出ください。 

① 申請用紙（様式第１号） ※申請書は、切り取ってお使いください。 

② 平成３０年度の納税通知書 又は 課税証明書等（裏面３参照） 

 

(1) 平成３０年度 道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算が５０７，０００円未満世帯の場合（父母の合計） 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

☆申請用紙・記入例は桐蔭学園ホームページからもダウンロードできます。 

TOIN HEADLINE NEWSの「高等学校等就学支援金の申請について」をご確認ください。 

 

(2) 平成３０年度 道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算が５０７，０００円以上世帯の場合(父母の合計) 
 

 

 

  ２２  基基準準税税額額・・補補助助額額    

６月申請時：基準税額は、平成３０年度の額（平成３０年６月頃の通知の額） 

基準税額 ※父母の合計額 

 補助額(年額上限) 

生活保護世帯（裏面参照） 297,000 円 【月額 24,750円】 

０円(非課税) 世帯 297,000 円 【月額 24,750円】 

８５,５００円未満 世帯 237,600 円 【月額 19,800円】 

２５７,５００円未満 世帯 178,200 円 【月額 14,850円】 

５０７,０００円未満 世帯 118,800 円 【月額 9,900円】 

支給時期・方法： ６月に申請書を学校に提出し支給対象になった方は、第３期校納金の引き落とし時（１０月）に 

授業料より就学支援金の５か月分を減額する予定です。 

本校経理課から送付する通知にてご確認ください。 

桐蔭学園事務部 

今回 初めて申請をする。 昨年（または４月に） 申請をした。 

① 「受給資格認定申請書」にチェック 

② 平成３０年度納税通知書等（裏面参照） 

 

① 「収入状況届出書」にチェック 

② 平成３０年度納税通知書等（裏面参照） 

 

今回の申請は、必要ありません。（支給対象外です） 
 

★ ６月３０日（土） までに 高校事務室（１階購買） または 女子部事務室にご提出ください。 

 ※ 郵送も可（締切日必着） 遅れて提出した場合は、申請の翌月からの支給になります。 

・道府県民税所得割額 
・市町村民税所得割額 の合算額※ (年額) 



 

 

 

  ３３  納納税税通通知知等等（（平平成成3300年年度度版版））    

住民税(年額)の内訳が分かる書類（源泉徴収票、給与明細では分かりません。） 

次の①～⑤のうち いずれか一つ を添付します。 

生活保護世帯 
非課税世帯の方 

① 「生活保護受給証明書」（福祉事務所長が発行。生活保護の始
期・発行年月日が記載されたもの。「支給証」ではありません。） 
＊平成３０年１月１日時点で生活保護法に規定する被保護世帯である
ことがわかる証明書 

② 平成３０年度道府県民税・市町村民税所得割額が非課税の証明
書（写しでも可） 

給与所得者の方 
（サラリーマンなど） 

③ 平成３０年度「市町村民税・県民税 特別
徴収税額 通知書(勤務先から)」の写し 

複数枚ある場合は 
全てのページの写し 
(金額記載面は全体が入って 
いること。裏面などの内容の 
説明部分は不要) 

ご自分で住民税を納付
する方（自営業など） 

④ 平成３０年度「市町村民税・県民税 納税
通知書(市町村から)」の写し 

「通知書」が 
見当たらない場合など 

⑤ 平成３０年度「(非)課税証明書」 写しでも可 
・ 道府県民税所得割額・市町村民税所得割額・控除対象配偶者
の有無が記載されているもの 

・ 市区町村の住民税担当窓口で発行 
・ ×「納税証明書」、×「所得証明書」 ではありません。 

②・③・④・⑤ は、父母の合計額が基準（父母両方の書類が必要）。 

＊ 父母の一方の書類を省略できる場合：税額通知書 又は 課税証明書に、下記 《通知書の例》 のように 

  「配偶者 330,000(円)」、「控配 ＊」など、控除対象配偶者がある旨の記載   

 があり、かつ、その配偶者が道府県民税所得割額・市町村民税所得割 非課税の場合は住民税を納付している

保護者のみの書類の提出 
 

《特別徴収税額 通知書の例》 控除対象配偶者がある場合 

 

※ 保護者が父母以外(祖父母等)の場合、原則として、「主たる生計維持者（生徒の健康保険証の世帯主など）」１人

のみの所得で判断します。 

※ 保護者とは、親権を行う者であり、必ず「親権者」全員の状況を確認のうえ、記入してください。 

※ 保護者等の全員又は一方が住民税の賦課期日（１月１日）に日本国内に在住しておらず、道府県民税所得割額・

市町村民税所得割額が確認できない場合、就学支援金の申請対象となります。 
 

 ＜郵送先＞ 

  〒225-8502 横浜市青葉区鉄町1614 

  桐蔭学園高等学校事務室 

  萩 原 宛 

 ＜問合せ先＞ 045-971-1411（高校事務室） 
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父母の合計額が基準。
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総 所 得 ③

他のページ、部分もすべてコピーして学校

へ提出します(裏面などに記載の、内容の説明部分は不要)。


